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●
は
じ
め
に

小
型
武
器
を
含
む
通
常
兵
器
は
、
近
代
国
家
誕

生
以
降
の
歴
史
の
な
か
で
常
に
実
際
の
戦
闘
行
為

の
主
流
で
あ
り
、
通
常
兵
器
の
誕
生
と
発
展
の
歴

史
は
近
代
国
家
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
と
相
互
に
関
連

し
て
展
開
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
の
保
有
や
移
転
等

の
問
題
は
、
ご
く
最
近
ま
で
は
「
軍
備
管
理
」「
軍

縮
」
と
い
っ
た
枠
組
み
の
な
か
で
、
国
家
安
全
保

障
上
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

し
か
し
一
九
九
○
年
代
以
降
、
通
常
兵
器
（
と

り
わ
け
小
型
武
器
）
に
関
し
て
「
軍
備
管
理
」「
軍

縮
」
と
い
っ
た
枠
組
み
を
超
え
、
人
権
、
人
道
、

開
発
な
ど
の
視
点
か
ら
議
論
す
る
傾
向
が
顕
著
に

な
っ
た
。
人
権
を
侵
害
し
、
国
際
人
道
法
違
反
の

行
為
や
犯
罪
等
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
小
型
武
器
の
拡
散
と

乱
用
が
開
発
の
妨
げ
と
な
る
一
方
で
開
発
の
諸
問

題
が
小
型
武
器
の
需
要
を
生
む
、
と
い
う
認
識
が

広
ま
り
、
教
育
や
職
業
訓
練
な
ど
、
小
型
武
器
問

題
の
解
決
に
向
け
た
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
国
家
以
外
の
ア
ク

タ
ー
も
議
論
や
取
り
組
み
に
参
与
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
九
○
年
代
に
は
国
家
に
よ

っ
て
許
可
さ
れ
る
移
転
の
問
題
は
各
国
の
国
家
安

全
保
障
の
問
題
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
二

○
○
一
年
以
降
は
移
転
許
可
に
際
し
て
の
人
権
、

人
道
、
開
発
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
基
準
の
形
成
に
向
け
た
議
論
が
活
発
化
し
た
。

本
稿
で
は
、
一
九
九
○
年
代
以
降
の
通
常
兵
器

の
規
制
の
動
き
と
今
後
の
展
望
を
、
移
転
の
許
可

基
準
に
焦
点
を
当
て
て
概
観
し
た
上
で
、
議
論
を

要
す
る
と
思
わ
れ
る
点
を
提
示
す
る
。
な
お
、
大

量
破
壊
兵
器
以
外
の
兵
器
で
あ
る
「
通
常
兵
器
」

や
そ
の
一
部
で
あ
る
「
小
型
武
器
」、
そ
し
て
そ

れ
ら
の
「
移
転
」
に
つ
い
て
は
細
部
ま
で
統
一
さ

れ
た
定
義
は
存
在
せ
ず
、
以
下
に
概
観
す
る
規
制

に
お
い
て
も
完
全
に
同
一
の
定
義
が
用
い
ら
れ
て

は
い
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

●
一
九
九
○
年
代
か
ら
二
○
○
一
年
国

連
小
型
武
器
会
議
ま
で

一
九
九
○
年
代
に
入
る
と
、
人
権
や
人
道
、
開

発
と
い
っ
た
視
点
か
ら
通
常
兵
器
（
と
り
わ
け
小

型
武
器
）
の
問
題
に
国
際
社
会
の
注
目
が
向
け
ら

れ
た
。
国
連
に
お
い
て
も
問
題
提
起
さ
れ
、
議
論

が
重
ね
ら
れ
た
後
、
二
○
○
一
年
に
小
型
武
器
に

つ
い
て
初
の
世
界
規
模
の
会
議
で
あ
る
「
小
型
武

器
非
合
法
取
引
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
関
す
る
国
連

会
議
」
が
開
催
さ
れ
た
。
会
議
で
は
「
あ
ら
ゆ
る

側
面
に
お
け
る
小
型
武
器
非
合
法
取
引
の
防
止
、

除
去
、
撲
滅
の
た
め
の
行
動
計
画
」（
以
下
、「
行

動
計
画
」）
が
採
択
さ
れ
、
二
○
○
三
、
二
○
○

五
年
に
中
間
会
合
、
二
○
○
六
年
に
履
行
検
討
会

議
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
会
議
名
に
含

ま
れ
る
「
非
合
法
取
引
」
に
つ
い
て
、
国
連
軍
縮

委
員
会
は
「
国
内
法
及
び
・
あ
る
い
は
（and/

or

）
国
際
法
に
反
す
る
」
取
引
、
と
定
義
し
て
い

る
（1996 R

eport of the D
isarm

am
ent C

om
m

is-

sion A
/51/42, G

eneral A
ssem

bly A
/R

E
S/51/45F

）。

し
か
し
、「
非
合
法
」
と
は
国
内
法
に
反
す
る
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
国
家
が
許
可
す
る
移
転
は
プ

ロ
セ
ス
の
範
疇
に
は
な
い
、
と
主
張
す
る
国
々
や
、

規
制
に
反
対
す
る
国
々
が
あ
り
、
行
動
計
画
の
な

か
で
も
曖
昧
な
表
現
に
留
め
ら
れ
た
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
形
成
と
同
時
期
に
見
ら
れ
た

の
が
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
関
与
の
増
加
で
あ
る
。
一
九
九

○
年
代
後
半
に
は
国
際
小
型
武
器
行
動
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
（
Ｉ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ａ
）
が
形
成
さ
れ
、
参
加
Ｎ
Ｇ

Ｏ
の
数
は
増
加
し
た
。
こ
れ
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
人
権
、

人
道
、
開
発
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
保
健
衛
生
、
教
育

な
ど
様
々
な
視
点
か
ら
小
型
武
器
問
題
を
捉
え
、
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活
動
を
展
開
し
、
二
○
○
一
年
の
国
連
会
議
へ
の

参
加
も
認
め
ら
れ
た
。
移
転
に
関
し
て
は
、
一
九

九
七
年
前
後
か
ら
コ
ス
タ
リ
カ
の
ア
リ
ア
ス
大
統

領
な
ど
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
者
が
通
常
兵
器
移

転
へ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
制
を
提
唱
し
、
そ
の
後
、

国
際
法
学
者
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が
活
動
に
参
加
し
た
。

こ
こ
か
ら
形
成
さ
れ
た
の
が
通
常
兵
器
の
移
転
に

関
す
る
武
器
貿
易
条
約
（
Ａ
Ｔ
Ｔ
）
案
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
国
連
の
禁
輸
措
置
な
ど
既
存
の
国
際
法

で
の
明
示
的
禁
止
に
加
え
て
、
一
九
六
○
年
代
か

ら
議
論
さ
れ
二
○
○
一
年
に
国
連
総
会
で
採
択
さ

れ
た
国
家
責
任
条
文
草
案
の
発
想
を
用
い
て
、
国

際
人
道
法
の
重
大
な
侵
害
や
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
な
ど

に
使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
の
通
常
兵
器

移
転
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
近
年
合
意
が
形
成
さ
れ

つ
つ
あ
る
そ
の
他
の
移
転
許
可
基
準
を
ま
と
め
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
条
約
を
求
め
る
学
者

や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
二
○
○
一
年
の
国
連
会
議
の
前
に
も

移
転
規
制
の
強
化
を
主
張
し
た
が
、
大
規
模
か
つ

戦
略
的
に
活
動
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

小
型
武
器
会
議
以
外
に
も
、
国
連
で
は
一
九
九

二
年
に
軍
備
登
録
制
度
が
設
置
さ
れ
、
一
九
九
六

年
に
「
武
器
の
国
際
移
転
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
が
作
成
さ
れ
た
。
二
○
○
一
年
に
は
「
銃
器

並
び
に
そ
の
部
品
及
び
構
成
部
分
並
び
に
弾
薬
の

不
正
な
製
造
及
び
取
引
の
防
止
に
関
す
る
議
定

書
」
が
採
択
さ
れ
た
。
し
か
し
軍
備
登
録
制
度
は

重
兵
器
を
中
心
と
し
た
兵
器
の
輸
出
入
等
の
情
報

を
提
出
す
る
の
み
で
あ
り
、
移
転
の
許
可
基
準
を

設
け
た
も
の
で
は
な
い
。
一
九
九
六
年
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
移
転
の
具
体
的
な
許
可
基
準
を
含
ん
で

お
ら
ず
、
二
○
○
一
年
の
議
定
書
も
移
転
の
許
可

基
準
を
設
け
た
も
の
で
は
な
い
。

国
連
以
外
の
場
で
一
九
九
○
年
代
に
合
意
さ
れ

た
文
書
の
う
ち
、
移
転
許
可
基
準
を
含
む
も
の
は

以
下
の
三
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
で
は
、

既
存
の
国
際
法
で
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
移

転
に
加
え
て
、
人
権
侵
害
や
国
際
人
道
法
の
侵
害
、

紛
争
等
に
つ
な
が
る
場
合
の
移
転
を
許
可
し
な
い

こ
と
等
の
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
①
一
九
九

三
年
「
通
常
兵
器
の
移
転
に
関
す
る
原
則
」
＝
欧

州
安
全
保
障
・
協
力
機
構
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）、
②
一

九
九
八
年
「
兵
器
輸
出
に
関
す
る
行
動
規
範
」
＝

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）、
③
二
○
○
○
年

「
小
型
兵
器
と
軽
兵
器
に
関
す
る
文
書
」
＝
Ｏ
Ｓ

Ｃ
Ｅ
。

そ
の
他
に
も
地
域
的
な
合
意
が
な
さ
れ
た
が
、

国
内
法
に
反
す
る
移
転
の
規
制
に
目
的
が
限
定
さ

れ
る
か
、
あ
る
い
は
移
転
の
許
可
基
準
は
含
ま
れ

な
い
傾
向
に
あ
っ
た
。

●
二
○
○
一
年
国
連
会
議
以
降

以
下
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
二
○
○
一
年
以
降
、

移
転
許
可
基
準
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
し
た
。

①
移
転
規
制
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
Ｔ
Ｃ
Ｉ
）。

二
○
○
一
年
行
動
計
画
に
は
、
各
国
は
「
国
際
法

の
下
に
お
い
て
存
在
す
る
国
家
の
責
任
と
整
合
的

で
厳
格
な
国
内
規
則
・
手
続
き
に
基
づ
き
、
輸
出

許
可
申
請
書
に
関
し
（
中
略
）
評
価
を
行
う
」
と

あ
る
。
し
か
し
、
国
家
の
責
任
や
、
そ
の
責
任
と

整
合
的
で
厳
格
な
国
内
規
則
・
手
続
き
に
基
づ
い

た
輸
出
許
可
申
請
書
の
評
価
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
、
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
部
分

を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
動
計
画
の
履
行

を
確
保
す
べ
く
、
イ
ギ
リ
ス
が
中
心
と
な
っ
て
進

め
た
の
が
Ｔ
Ｃ
Ｉ
で
あ
る
。
Ｔ
Ｃ
Ｉ
に
お
い
て
は
、

地
域
レ
ベ
ル
で
会
議
を
開
催
し
て
地
域
的
な
合
意

を
形
成
し
、
そ
れ
ら
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
二
○

○
六
年
の
国
連
小
型
武
器
行
動
計
画
履
行
検
討
会

議
ま
で
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
合
意
を
形
成
す
る
こ
と

が
目
指
さ
れ
た
。
実
際
に
Ｔ
Ｃ
Ｉ
の
最
終
段
階
と

し
て
二
○
○
六
年
四
月
に
ケ
ニ
ア
の
ナ
イ
ロ
ビ
で

会
議
が
開
催
さ
れ
、
移
転
許
可
基
準
の
文
書
（
通

称
「
ナ
イ
ロ
ビ
・
テ
キ
ス
ト
」）
が
合
意
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
会
議
参
加
国
は
六
月
の
履
行
検
討
会
議

の
成
果
文
書
に
こ
の
基
準
を
含
め
る
べ
く
他
国
に

働
き
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
文

書
の
合
意
が
会
議
参
加
国
お
よ
び
各
地
域
の
非
参

加
国
の
合
意
を
確
保
す
る
形
で
行
わ
れ
た
か
に
つ

い
て
は
懸
念
が
あ
り
、
今
後
も
議
論
を
重
ね
る
意

向
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

②
コ
ン
サ
ル
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
・
プ
ロ

セ
ス
（
Ｃ
Ｇ
Ｐ
）。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
い
く
つ
か
の
Ｎ

Ｇ
Ｏ
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
二
○

○
三
年
に
開
始
さ
れ
た
。
二
○
○
一
年
の
国
連
会

議
に
お
け
る
論
争
の
対
象
で
あ
っ
た
小
型
武
器
の

移
転
規
制
の
問
題
お
よ
び
非
国
家
主
体
へ
の
移
転

の
問
題
に
つ
い
て
議
論
す
べ
く
会
議
を
開
催
し
て

き
た
。
学
者
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
だ
け
で
な
く
三
○
カ
国
以

上
の
国
々
が
関
与
し
、
移
転
の
許
可
基
準
が
形
成

さ
れ
て
き
て
い
る
。
ナ
イ
ロ
ビ
・
テ
キ
ス
ト
や
Ａ

Ｔ
Ｔ
の
基
準
と
は
形
式
が
多
少
異
な
る
も
の
の
、
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内
容
は
類
似
し
て
い
る
。

③
武
器
貿
易
条
約
（
Ａ
Ｔ
Ｔ
）。
二
○
○
一
年

以
降
、
先
述
の
Ａ
Ｔ
Ｔ
に
関
す
る
活
動
が
よ
り
組

織
化
さ
れ
た
。
Ａ
Ｔ
Ｔ
運
営
委
員
会
の
な
か
で
も

国
際
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
戦
略
的
に
行
う
こ
と
に
長

け
て
い
る
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
資
金
と
人
材
を
投
入
し
、

二
○
○
三
年
一
○
月
に
開
始
す
る
「
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
・
ア
ー
ム
ズ
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
舵
を
と
る
こ

と
に
な
っ
た
。
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
そ
れ
ま
で
の

小
型
武
器
の
議
論
を
通
常
兵
器
全
般
に
適
用
し
、

様
々
な
取
り
組
み
を
求
め
た
。
な
か
で
も
Ａ
Ｔ
Ｔ

に
焦
点
を
当
て
、
二
○
○
六
年
の
国
連
小
型
武
器

行
動
計
画
履
行
検
討
会
議
ま
で
に
Ａ
Ｔ
Ｔ
を
求
め

る
顔
署
名
（
写
真
や
似
顔
絵
）
を
一
○
○
万
人
分

集
め
る
活
動
を
展
開
し
た
。
様
々
な
国
際
会
議
に

向
け
て
ロ
ビ
イ
活
動
を
行
い
、
Ｔ
Ｃ
Ｉ
や
Ｃ
Ｇ
Ｐ
、

地
域
的
合
意
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
影
響
を
与
え
た
。

欧
米
系
の
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
舵
を
と
る
活
動
形
態
に

は
修
正
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
Ａ
Ｔ
Ｔ
自
体
は
他
地
域
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
支

持
し
て
い
る
と
言
え
る
。
二
○
○
六
年
八
月
現
在

ま
で
に
五
○
カ
国
以
上
が
Ａ
Ｔ
Ｔ
形
成
を
支
持
す

る
意
向
を
示
し
、
Ａ
Ｔ
Ｔ
に
含
ま
れ
る
べ
き
移
転

許
可
基
準
の
議
論
に
は
多
く
の
国
が
関
与
し
て
き

た
。
ナ
イ
ロ
ビ
・
テ
キ
ス
ト
や
Ｃ
Ｇ
Ｐ
の
基
準
は

移
転
の
定
義
に
輸
入
も
含
め
て
お
り
、
現
在
の
Ａ

Ｔ
Ｔ
の
基
準
と
は
多
少
の
違
い
が
あ
る
。
Ａ
Ｔ
Ｔ

の
移
転
の
定
義
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
は
議
論
が

不
十
分
だ
が
、
Ｔ
Ｃ
Ｉ
や
Ｃ
Ｇ
Ｐ
で
の
議
論
が
Ａ

Ｔ
Ｔ
の
議
論
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
も
あ
る
。

④
合
意
さ
れ
た
文
書
。

・
大
湖
地
域
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
の
角
地
域
。
二

○
○
四
年
に
「
大
湖
地
域
及
び
ア
フ
リ
カ
の
角
地

域
に
お
け
る
小
型
武
器
及
び
軽
兵
器
の
防
止
・
規

制
・
削
減
に
関
す
る
ナ
イ
ロ
ビ
議
定
書
」
が
合
意

さ
れ
た
。
こ
の
議
定
書
自
体
に
は
移
転
の
許
可
基

準
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
議
定
書
を
実
際

に
履
行
す
る
た
め
に
二
○
○
五
年
に
合
意
さ
れ
た

「
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

に
は
、
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
内
容
と
類
似
し
た
移
転
の
許
可

基
準
が
含
ま
れ
て
い
る
。

・
中
米
統
合
機
構
（
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）。
二
○
○
五

年
一
二
月
に
合
意
さ
れ
た
「
武
器
、
弾
薬
、
爆
発

物
、
及
び
そ
の
他
関
連
部
品
の
移
転
に
関
す
る
行

動
計
画
」
に
お
い
て
は
、
国
際
人
権
法
や
国
際
人

道
法
の
違
反
な
ど
を
行
う
国
家
へ
の
（
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
国
家
か
ら
の
）
移
転
の
禁
止
な
ど
の
基

準
が
含
ま
れ
て
い
る
。

・
西
ア
フ
リ
カ
諸
国
経
済
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｗ

Ａ
Ｓ
）。
一
九
九
八
年
に
三
年
間
の
「
小
型
武
器

の
輸
出
入
・
製
造
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」
が
合
意
さ
れ
、

二
○
○
一
年
に
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
が
延
長
さ
れ
た
。

二
○
○
三
年
以
降
、
政
治
文
書
で
あ
っ
た
モ
ラ
ト

リ
ア
ム
を
条
約
化
す
る
試
み
が
な
さ
れ
、
二
○
○

六
年
六
月
に
「
小
型
武
器
お
よ
び
軽
兵
器
、
弾
薬

及
び
そ
の
他
関
連
部
品
に
関
す
る
西
ア
フ
リ
カ
諸

国
経
済
共
同
体
条
約
」
に
署
名
が
な
さ
れ
た
。
こ

の
条
約
で
は
移
転
禁
止
の
例
外
と
す
る
こ
と
を
Ｅ

Ｃ
Ｏ
Ｗ
Ａ
Ｓ
事
務
局
が
許
可
す
る
条
件
と
し
て
、

Ａ
Ｔ
Ｔ
の
基
準
と
類
似
し
た
基
準
を
含
め
て
い
る
。

移
転
禁
止
を
前
提
に
例
外
条
件
と
し
て
基
準
を
設

け
て
い
る
点
と
、
事
務
局
が
基
準
に
基
づ
い
て
許

可
す
る
点
が
他
の
文
書
と
は
異
な
る
。

・
米
州
機
構
（
Ｏ
Ａ
Ｓ
）。
二
○
○
三
年
に
合

意
さ
れ
た
「
銃
器
並
び
に
そ
の
部
品
及
び
構
成
部

分
並
び
に
弾
薬
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
取
引
に
関
す
る
モ

デ
ル
規
制
」
は
、
移
転
の
定
義
と
重
な
る
部
分
が

あ
る
「
ブ
ロ
ー
カ
ー
取
引
」
に
関
す
る
規
制
で
あ

る
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
取
引
行
為
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、

人
道
に
対
す
る
罪
、
人
権
侵
害
、
戦
争
犯
罪
な
ど

に
つ
な
が
る
場
合
に
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
合
意

さ
れ
て
い
る
。

・
ワ
ッ
セ
ナ
ー
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
。
旧
コ
コ

ム
加
盟
国
お
よ
び
ロ
シ
ア
・
東
欧
諸
国
が
参
加
す

る
ワ
ッ
セ
ナ
ー
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
二

○
○
二
年
に
合
意
さ
れ
た
「
小
型
武
器
及
び
軽
兵

器
の
輸
出
に
関
す
る
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
、
国
際
法
で
明
示
的
に
禁
止

さ
れ
て
い
る
移
転
に
加
え
、
人
権
侵
害
や
国
際
人

道
法
の
侵
害
、
紛
争
等
に
つ
な
が
る
場
合
の
移
転

を
し
な
い
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。

⑤
そ
の
他
。
上
記
の
プ
ロ
セ
ス
や
合
意
以
外
に

も
、
こ
こ
数
年
の
間
に
様
々
な
場
に
お
い
て
通
常

兵
器
の
移
転
規
制
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
、

声
明
や
報
告
書
等
の
な
か
で
移
転
の
許
可
基
準
の

必
要
性
が
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
連
の

脅
威
、
挑
戦
、
変
化
に
関
す
る
国
連
事
務
総
長
ハ

イ
レ
ベ
ル
諮
問
委
員
会
報
告
書
（
二
○
○
四
年
一

二
月
）、
国
連
事
務
総
長
声
明
（
二
○
○
五
年
二

月
）、
Ｇ
８
首
脳
会
合
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
（
二
○
○
五

年
七
月
）、 

人
間
開
発
報
告
書
（
二
○
○
五
年
九

月
）、
列
国
議
会
同
盟
決
議
（
二
○
○
六
年
五
月
）

な
ど
は
そ
の
う
ち
の
一
部
で
あ
る
。
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●
二
○
○
六
年
履
行
検
討
会
議

二
○
○
六
年
六
、
七
月
に
開
催
さ
れ
た
国
連
小

型
武
器
行
動
計
画
履
行
検
討
会
議
及
び
会
議
前
の

約
半
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
議
論
に
お
い
て
は
、

会
議
で
合
意
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
成
果
文
書
の

交
渉
が
行
わ
れ
た
。
上
述
の
ナ
イ
ロ
ビ
・
テ
キ
ス

ト
や
Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｗ
Ａ
Ｓ
の
基
準
を
支
持
す
る
国
々
の

な
か
に
は
、
成
果
文
書
に
移
転
許
可
基
準
を
具
体

的
に
含
め
る
こ
と
を
提
案
し
た
国
々
も
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ン
ド
な
ど
の
国

々
は
反
対
し
た
。
日
本
の
よ
う
に
、
会
議
に
お
い

て
具
体
的
な
基
準
に
合
意
す
る
こ
と
は
不
可
能
と

し
て
、
履
行
検
討
会
議
後
の
プ
ロ
セ
ス
の
議
題
に

含
め
る
な
ど
し
て
後
で
検
討
す
る
も
の
と
す
べ
き
、

と
提
案
す
る
国
も
あ
っ
た
。
結
局
、
全
会
一
致
と

い
う
合
意
形
式
を
と
っ
た
こ
の
会
議
は
、
移
転
許

可
基
準
が
合
意
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
成
果
文

書
自
体
が
合
意
に
至
ら
ず
、
国
連
で
の
今
後
の
会

議
の
見
通
し
も
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

●
今
後
の
展
望

履
行
検
討
会
議
の
際
、
カ
ナ
ダ
は
二
○
○
七
年

に
小
型
武
器
の
移
転
に
関
す
る
会
議
を
開
催
す
る

こ
と
を
発
表
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
も
Ｔ
Ｃ
Ｉ
の
プ
ロ

セ
ス
の
な
か
で
議
論
を
継
続
す
べ
く
会
議
を
開
催

す
る
意
向
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
、
履
行
検
討

会
議
以
前
か
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
い
く
つ
か
の
国
々
は
二

○
○
六
年
一
○
月
の
国
連
総
会
に
お
い
て
Ａ
Ｔ
Ｔ

に
関
す
る
決
議
案
が
提
出
さ
れ
る
べ
く
議
論
を
重

ね
た
。
二
○
○
六
年
七
月
末
に
は
実
際
に
七
カ
国

に
よ
っ
て
決
議
案
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
案
で
は
、

二
○
○
八
年
に
政
府
専
門
家
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し

Ａ
Ｔ
Ｔ
を
形
成
す
る
べ
き
か
否
か
を
含
め
て
議
論

を
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
年
月
が
か
か
る
プ

ロ
セ
ス
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
二
○
○
六

年
八
月
現
在
、
学
者
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
プ
ロ
セ
ス
の
短

縮
化
を
は
じ
め
と
す
る
文
言
の
強
化
を
求
め
て
い

る
。
ま
た
、
類
似
の
目
的
の
た
め
に
上
記
の
複
数

の
プ
ロ
セ
ス
が
乱
立
す
る
こ
と
に
懸
念
を
持
つ
国

や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
あ
り
、
カ
ナ
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
が
上
記

会
議
と
Ａ
Ｔ
Ｔ
と
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
が

必
要
、
と
い
う
意
見
も
見
ら
れ
る
。

●
お
わ
り
に

一
九
九
○
年
代
以
降
、
通
常
兵
器
の
問
題
は
、

「
軍
備
管
理
」「
軍
縮
」
と
い
っ
た
枠
組
み
を
超
え
、

人
権
、
人
道
、
開
発
等
の
問
題
に
関
係
す
る
も
の

と
し
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
家
以
外
の

ア
ク
タ
ー
も
議
論
や
取
り
組
み
に
参
与
し
は
じ
め

た
。
そ
し
て
二
○
○
一
年
以
降
は
、
国
家
に
よ
る

兵
器
の
移
転
と
い
う
、
国
家
安
全
保
障
の
中
核
に

位
置
し
て
い
た
問
題
に
つ
い
て
も
、
人
権
、
人
道
、

開
発
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
制

の
形
成
に
向
け
た
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
動
き
は
、
国
家
安
全
保
障

の
中
核
的
問
題
ま
で
も
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
治
の

対
象
と
な
り
、
人
権
が
守
ら
れ
、
持
続
的
開
発
が

可
能
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
の
み

捉
え
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

形
成
が
目
指
さ
れ
て
い
る
「
国
際
法
上
の
国
家

の
責
任
や
、
近
年
形
成
さ
れ
て
き
た
規
範
に
基
づ

い
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
許
可
基
準
」
は
、
普
遍
的
か

つ
不
偏
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
実
際
の
具
体
的
な
許
可
申
請
を
前
に
し

た
時
に
は
、「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
人
権
の
重
大
な

侵
害
に
使
用
さ
れ
る
可
能
性
、
持
続
的
開
発
に
悪

影
響
を
与
え
る
可
能
性
」
等
に
該
当
す
る
か
否
か

に
つ
い
て
、
人
間
に
よ
る
判
断
と
い
う
媒
介
を
要

す
る
。
基
準
が
合
意
さ
れ
た
と
し
て
、
報
告
制
度

等
の
整
備
に
よ
り
透
明
性
が
向
上
し
監
視
が
容
易

に
な
る
に
せ
よ
、
例
え
ば
輸
出
の
際
の
許
可
基
準

に
基
づ
い
た
判
断
は
第
一
義
的
に
は
輸
出
国
に
委

ね
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
監
視
を
す
る
と
予
想
さ
れ

る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
研
究
機
関
等
の
意
見
も
、
そ
れ
ぞ
れ

に
よ
る
判
断
を
介
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

通
常
兵
器
移
転
に
関
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
基
準

は
、
生
命
を
守
り
、
人
権
を
守
り
、
持
続
的
開
発

を
可
能
と
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
提
唱
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
許
可
基
準
に

基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
と
は
、
す
な
わ
ち
武
器

を
手
に
す
る
こ
と
を
誰
が
許
さ
れ
、
誰
が
許
さ
れ

な
い
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
極
限
的
に
は
、
誰
の
命
が
守
ら
れ
る
の
か
、

あ
る
い
は
誰
の
命
を
守
る
手
段
が
奪
わ
れ
る
の
か

を
左
右
し
か
ね
な
い
。
生
命
を
守
り
、
人
権
を
守

り
、
持
続
的
開
発
を
達
成
す
る
た
め
の
グ
ロ
ー
バ

ル
な
道
具
の
形
成
、
と
い
う
の
み
の
認
識
を
超
え
、

近
年
の
移
転
規
制
の
動
き
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
議
論
す
る
余

地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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え 
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